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４

一
般
的
義
務
（
第
四
条
関
係
）

^

締
約
国
は
、
障
害
に
基
づ
く
い
か
な
る
差
別
も
な

し
に
、
全
て
の
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本

的
自
由
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び

促
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
実
現
の
た
め
、
全
て
の

適
当
な
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
と

る
。

_

締
約
国
は
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
完
全
な
実
現
を
漸

進
的
に
達
成
す
る
た
め
、
自
国
に
お
け
る
利
用
可
能

な
手
段
を
最
大
限
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、

必
要
な
場
合
に
は
国
際
協
力
の
枠
内
で
、
措
置
を
と

る
。

`

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
令

及
び
政
策
の
作
成
及
び
実
施
に
お
い
て
、
並
び
に
障

害
者
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
意
思
決
定
過

程
に
お
い
て
、
障
害
者
を
代
表
す
る
団
体
を
通
じ
、

障
害
者
と
緊
密
に
協
議
し
、
及
び
障
害
者
を
積
極
的

に
関
与
さ
せ
る
。

５

締
約
国
は
、
全
て
の
者
が
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
障
害
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ

る
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
、
差
別
を
撤
廃
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
全
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。（
第
五

条
関
係
）

６

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
女
子
が
複
合
的
な
差
別
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
点
に

関
し
、
障
害
の
あ
る
女
子
が
全
て
の
人
権
及
び
基
本
的

自
由
を
完
全
か
つ
平
等
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
を
と
る
。（
第
六
条
関
係
）

７

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
全
て
の
人
権
及
び

基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
の
全
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。
障
害
の
あ
る
児
童

に
関
す
る
全
て
の
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童

の
最
善
の
利
益
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。（
第
七
条
関
係
）

８

締
約
国
は
、
障
害
者
に
関
す
る
社
会
全
体
の
意
識
を

向
上
さ
せ
、
並
び
に
障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
に
対
す

る
尊
重
を
育
成
す
る
た
め
の
即
時
の
、
効
果
的
な
か
つ

適
当
な
措
置
を
と
る
。（
第
八
条
関
係
）

９

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
物
理
的
環
境
、輸
送
機
関
、

情
報
通
信
並
び
に
他
の
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措

置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等
の

利
用
の
容
易
さ
に
対
す
る
妨
げ
及
び
障
壁
を
特
定
し
、

及
び
撤
廃
す
る
こ
と
を
含
む
。（
第
九
条
関
係
）

〔
条

約
〕

〇
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
一
）

L

〔
告

示
〕

〇
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
日
本
国

に
よ
る
批
准
に
関
す
る
件
（
外
務
二
八
）

K
O

〇
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
交
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
文
部
科
学
・
経
済
産
業
一
）

〇
広
報
・
調
査
等
交
付
金
交
付
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
二
）

K
P

〇
宮
城
・
仙
台
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
設
置
許
可
申

請
が
あ
っ
た
件
（
国
土
交
通
五
一
）

〔
官
庁
報
告
〕

公
聴
会

宮
城
・
仙
台
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
設
置
に
関
す
る

公
聴
会
（
東
京
航
空
局
）

K
R

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

K
R

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
独
立
行
政
法
人
都

市
再
生
機
構
、
税
理
士
証
票
無
効
・
登
録

ま
つ
消
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
費
免
除

の
手
続
に
関
す
る
規
則
・
外
国
特
別
会
員

の
会
費
免
除
の
手
続
に
関
す
る
規
則
・
特

別
会
員
規
則
・
弁
護
士
記
章
規
則
・
登
録

取
扱
規
則
・
会
員
情
報
の
提
供
の
取
扱
い

に
関
す
る
規
則
・
文
書
管
理
規
則
・
特
別

会
員
規
則
・
弁
護
士
記
章
規
則
・
外
国
法

事
務
弁
護
士
記
章
規
則
・
弁
護
士
等
の
身

分
証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
規
則
中
一
部

改
正
関
係

M
M

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
、
公
示
送
達
関
係

N
K

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

N
O

◇
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
条
約
第
一
号
）（
外
務

省
）

こ
の
条
約
は
、
障
害
者
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
享

有
を
確
保
し
、
障
害
者
の
固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
障
害
者
の
権
利
の
実
現
の
た
め

の
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

こ
の
条
約
は
、
全
て
の
障
害
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
人

権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
を
促
進

し
、
保
護
し
、
及
び
確
保
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
の

固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。障
害
者
に
は
、長
期
的
な
心
身
の
機
能
障
害
で
あ
っ

て
、
様
々
な
障
壁
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
社
会
に
完
全

か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
得
る
も
の
を
有

す
る
者
を
含
む
。（
第
一
条
関
係
）

２

定
義
（
第
二
条
関
係
）

^

「
障
害
に
基
づ
く
差
別
」
と
は
、
障
害
に
基
づ
く

あ
ら
ゆ
る
区
別
、
排
除
又
は
制
限
で
あ
っ
て
、
障
害

者
が
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
全
て
の
人
権

及
び
基
本
的
自
由
を
認
識
し
、
享
有
し
、
又
は
行
使

す
る
こ
と
を
害
し
、
又
は
妨
げ
る
目
的
又
は
効
果
を

有
す
る
も
の
を
い
い
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
（
合

理
的
配
慮
の
否
定
を
含
む
。）を
含
む
。

_

「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
の

平
等
を
基
礎
と
し
て
全
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由

を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ
っ
て
、
特

定
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な

い
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
条
約
の
原
則
は
、
無
差
別
、
社
会
へ
の
完
全
か

つ
効
果
的
な
参
加
及
び
包
容
、
差
異
の
尊
重
並
び
に
人

間
の
多
様
性
の
一
部
及
び
人
類
の
一
員
と
し
て
の
障
害

者
の
受
入
れ
、
機
会
の
均
等
、
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
等

の
利
用
の
容
易
さ
等
と
す
る
。（
第
三
条
関
係
）

˜
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